
 47

第2章  工  事 

第1節 土工 
 
2.1.1  
一般事項 

1 地山の土及び岩の分類は表 2-1 によるものとし、設計図書に
示された現地の土及び岩の分類境界を確かめられた時点で、監

督員の確認を受ける。また、分類の境界が設計図書と一致しな

い場合は監督員に通知する。なお、確認のための資料を整備、

保管し、監督員の請求があった場合は遅滞なく提示するととも

に、検査時に提出する。 
 
2 工事施工中は地山の挙動を常時監視する。なお、自然に崩壊、
地すべり等が生じた場合、あるいはそれらを生ずる恐れがある

ときは、工事を中止し、必要に応じ災害防止のための措置をと

る。災害防止のための措置をとった後、速やかにその措置内容

を監督員に報告する。 
 
3 工事目的物に影響を及ぼす恐れがあるような予期できなかっ
た湧水が発生した場合には、工事を中止して設計図書に関して

監督員と協議する。ただし、緊急を要する場合は応急措置を施

すとともに監督員に報告する。 
 
4 工事施工中は雨水や湧水等の滞留を生じないよう排水設備を
設け排水する。 
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表 2-1 土及び岩の分類表 
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2.1.2  
掘削工（切土

工） 
 

1 掘削（切土）は、丁張り、遣り方に従って所定の勾配に仕上げ
る。 

 
2 仕上がり面に浮石、切株等が露出して取り除くことが困難な場
所及び取り除くことが不適当だと思われる箇所は、直ちに適切

な処置をする。 
 
3 予期しない不良土や埋設物等が現れた場合は、工事を中止し、
設計図書に関して監督員と協議する。ただし、緊急を要する場

合は応急措置を施し監督員に報告する。 
 
4 掘削に使用する機械は現場の状況（作業条件）、掘削高さ、掘
削量、土質（岩の有無）、掘削土の運搬方法などから、適切な

機械を設定する。 
 
5 機械を使用するにあたり、施工区域全般にわたり地上地下既設
構造物等に十分注意して行う。なお、既設構造物に近接した場

所の掘削は人力にて施工することとし、これらの基礎を緩めた

り、危険を及ぼすことのないよう適切な措置を施す。 
 
6 床付面の施工にあたっては、最下面以下の土砂をかく乱しない
よう、ていねいに仕上げる。 

 
7 岩盤に直接基礎を設ける場合は、ていねいに切り均し、岩盤の
表面が風化しているときはこれを取り除き、また、表面が傾斜

しているときは、階段状に切り均すこと。 
 
8 深さ 2.0m以上の掘削は「地山の掘削作業主任者」を選任して
行う。 

 
9 監督員が必要と認めた箇所については、掘削完了後、床付け面
の土質、支持力等の試験を行い、監督員の検査を受ける。 
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2.1.3  
埋戻工及び盛

土工 
 

1 埋戻し及び盛土材料は、設計図書に指定する材料を使用し、適
切な含水比の状態で施工する。なお、ごみその他の有害物を含

んでいてはならない。また、現場発生土等を用いる場合は、そ

の中で良質な材料を用いて施工する。 
 
2 盛土作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象があった場
合は、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議する。た

だし、緊急を要する場合は応急措置を施すとともに、監督員に

報告する。 
 
3 埋戻し及び盛土箇所は、作業開始前に型枠、仮設物等の残材を
取り除く。また、湧水や溜まり水は十分に排水する。 

 
4 構造物の隣接箇所や狭い箇所の埋戻しは、タンパ等の小型締固
め機械により施工し、構造物に偏圧がかからないようにする。 

 
5 管布設工事の埋戻しは、一層の仕上がり厚を 20cm以下とし、
各層ごとに敷き均し、十分締固める。 

 
6 管周りの埋戻しにおいては、管その他構造物に損傷を与えたり
管が移動することのないよう行う。管の下側、側部及び埋設物

との交差場所の埋戻し、突き固めは特に入念に行い、沈下等の

生じないように行う。 
 
7 締固めの程度については、必要に応じて所要の試験を行う。 
 
8 仕上がり面は、道路部においては既設道路勾配に合わせ、余盛
は行わない。 

 
2.1.4  
仮復旧 
 

1 仮復旧は設計図書に従い、埋戻し完了後直ちに行う。 
 
2 仮復旧から本復旧までの間、交通の安全を図るため、次の事項
を遵守する。 

(1) 常時巡回点検し、沈下、表層の剥離、その他不良箇所が
ある場合は、直ちに手直しを行い、保守管理をする。 
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(2) 道路管理者及び監督員が手直しを指示した場合は、これ
に従う。 

(3) 休日前、悪天候前の巡回点検及び手直しは、特に入念に
行う。 

(4) 路面標示がある場合は、仮復旧においても必ず設置する。 
 
3 やむを得ない理由で段差が生じた場合は、５％以内の勾配です
りつける。 
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第2節 仮設工 
 
2.2.1  
一般事項 
 

1 仮設工については、設計図書の定めまたは監督員の指示がある
場合を除き受注者の責任において施工する。なお、「労働安全

衛生規則」その他関係法令を遵守し、受注者の責任において安

全な工法及び材料を選定する。 
 
2 監督員が特に仮設工の必要箇所、構造等について指示した場合
は迅速に施工する。 

 
3 仮設構造物は、施工中の各段階ごとに作用する応力に十分耐え
られるものとし、接続部、交差部、支承部は、特に念入りに施

工する。 
 
4 仮設構造物は、常に点検し、必要に応じて修理補強し、その機
能を十分発揮できるようにする。 

 
5 受注者は、設計図書の定めまたは監督員の指示がある場合を除
き、工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧する。 

 
2.2.2  
路面覆工 
 

1 覆工に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材
質、構造、寸法とし、施工計画を立て、施工計画書の一部とし

て提出する。 
 
2 路面覆工は、原則として既設路面と同一の高さとし、覆工板間
の段差、隙間、覆工板表面の滑り、跳ね上がりおよび振動、騒

音、ばたつきなどに注意し、交通の支障とならないようにする。 
 
3 路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取り付
ける。 

 
4 やむを得ない理由で、段差が生じた場合は、５％以内の勾配で
すりつける。 

 
5 路面覆工中は、覆工板の移動、受け桁の緩み、路面の不陸等を



 53

常時点検し、その機能維持に努める。 
 

2.2.3  
土留工 
 

1 水道管埋設工事等で掘削深さが 1.5m を超え掘削幅が概ね 3m
以下の溝をほぼ鉛直に掘削する場合は土留工を設置する。ただ

し、切土面にその土質に見合った勾配を確保できる場合を除

く。 
 
2 掘削深さが 1.5m以下であっても、地山の崩壊などにより作業
員に危険を及ぼす恐れがある場合は、土留工を設置する。 
 なお、過去に付近で地下埋設等の土工事が行われ地盤に何ら

かの弱点が存在している場合、切土面が地山であっても裏側に

埋戻土がある場合などは崩壊する恐れがあるので必要な対策

を行う。 
 
3 土留工は、周囲の状況、掘削深さ、土質、地下水位、作用する
土圧及び載荷重を検討すると共に、施工期間中における降水、

湧水等による条件の悪化等を考慮して、十分耐え得る構造及び

材料をもって施工することとし、施工計画を立て、施工計画書

の一部として提出する。 
 
4 土留工の施工にあたっては、図面及び必要に応じて試験掘り等
により、埋設物の有無とその位置を確認する。 

 
5 打込み、引抜き等の施工機械の選定に当っては、土質条件、施
工条件に応じたものを用いる。 

 
6 土留めに使用する材料は錆等のない良好品を使用し、運搬、保

管にあたってはひずみ、損傷等を生じないよう、慎重に取り扱

う。 
 
7 設計図書に示された深度に達する前に矢板等が打込み不能と
なった場合、原因を調査するとともに設計図書に関して監督員

と協議する。 
 
8 普通鋼矢板、軽量鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工する。 
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9 普通鋼矢板、軽量鋼矢板の設置にあっては、ぶれ、よじれ、共
下がり、共上がりしないよう施工する。 

 
10 切梁、腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くよう締付
けを行う。 

 
11 腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間
が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受ける

ようにする。なお、腹起しは管の吊下ろしに支障のないよう長

尺物を使用し、吊りワイヤー、受け金物等によって支持し、振

動その他によって落下しないようにする。 
 
12 切梁は矢板、腹起しに垂直、水平に堅固に取り付ける。 
 
13 腹起し、切梁を使った昇降はしてはならない。専用の昇降設備
を設置する。 

 
14 土留工が必要な掘削断面内での作業は、土留工が完了した後十
分に安全を確認した後行う。 

 
15 H鋼杭、鋼管杭の施工にあたって、ウォータージェットを用い
る場合には最後に落錘等で地盤に貫入させ、打止める。 

 
16 杭、矢板が長尺となり、継手を設ける場合は、溶接継手とし、
添接板により十分補強する。また、継手位置は応力の大きいと

ころをさけるとともに、隣接する杭、矢板と同一高さとしない。 
 
17 横矢板の施工にあたっては掘削と並行してはめ込み、横矢板と
掘削土壁との間に隙間のないようにする。万一掘り過ぎた場合

は、良質な土砂その他適切な材料を用いて裏込めを行うととも

に、土留杭のフランジと土留板の間にくさびを打ち込んで隙間

のないよう固定する。 
 
18 ライナープレート土留めの場合、ライナープレートは掘削と並
行して組み立て、掘削は組立ができる最小限の掘削断面とす
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る。 
 
19 ライナープレートと掘削土壁の空隙には、モルタル等によりグ
ラウトを行う。なお、グラウト量の検収は、セメントの充袋数

及び空袋数または流量計にて行う。また、充填したグラウト材

は、ライナープレートの撤去時に撤去する。 
 
20 コンクリート型枠用合板（コンパネ）を使用する場合は、軽量
鋼矢板を併用し使用する。 

 
21 矢板の引き抜きは、地盤が十分締固まった後、矢板の引き抜き
後の空隙には、直ちに適切な充てん材（砂、セメント等）を充

てんする。 
 
22 土止め支保工の取付け、解体作業は「土止め支保工作業主任者」
を選任して行う。 

 
2.2.4  
水替工 
 

1 工事区域内は、排水を完全に行なえるよう十分な水替設備を設
け、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起き

ないことを検討するとともに水を滞留させないように注意し、

排水は必要に応じて沈砂ます等を設けて土砂を流さないよう

にする。 
 
2 受注者は本条 1 項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招
かぬよう管理する。 

 
3 水替は、工事の進行に支障をきたさないよう、必要に応じて昼
夜を通じて実施する。 

 
4 河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明
示がない場合には、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に

基づき、当該管理者に届出、あるいは許可を受ける。 
 
5 放流にあたっては、関係機関及び関係住民と協議すること。特
に路面、汚水管（分流式下水）に放流しない。なお、河川等に
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放流する場合は、放流地点が洗掘されないよう適切な処置をす

る。 
 
6 ウェルポイント施工に際しては、監督員と協議して影響が予想
される範囲の地盤高及び井戸等の水位、建物について測量調査

を行い現況を写真に記録する。 
 
7 ウェルポイントの打込み間隔、段数等を変更しようとする場合
は計画書を提出して監督員の承諾を受ける。 

 
8 ウェルポイント施工中は、常時巡視を行ない、地盤沈下、周辺
井戸の枯渇、その他事故の防止に努め、不必要に水位を下げな

いように注意する。 
 
9 周辺に地盤沈下等の影響が出る恐れのある場合は、直ちにポン
プを停止し早急に監督員に報告し、その対処方法を協議する。 

 
2.2.5  
足場工 
 

1 足場工は、工事の種類、規模、場所及び工期等に応じた材料及
び構造で行い、安全のため常に維持保安に努める。 

 
2 足場の構造図等施工要領は施工計画書の一部として提出する。 
 
3 つり足場、張り出し足場、高さ 5m以上の足場の組立て解体の
作業は「足場の組立て等作業主任者」を選任して行う。 
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第3節 管布設工事 
 
2.3.1  
一般事項 
 

1 管の布設工事に際しては、事前調査（1.3.1 参照）を実施する
とともに、管布設の平面位置及び土被りは、設計図書に基づき、

監督員立会いのうえ決定する。 
 
2 施工に先立ち、試掘調査を実施する場合は、原則として人力掘
削とし、掘削中は地下埋設物に十分注意し、損傷を与えないよ

うにする。なお、調査にあたっては、必要に応じて当該施設管

理者に立会いを求め、その結果は、記録写真、図面、工事打合

せ簿等に整理し、監督員へ報告する。 
 
3 受注者は、事前調査の結果を基に埋設計画（施工方法、施工順
序他）を立て、施工計画書の一部として提出する。なお、必要

に応じて管割りの図面を作成し、監督員へ提出する。 
 
4 土留工の必要な箇所においては、床均し作業、配管作業等は、
土留工を設置し安全を確認した後に行う。 

 
5 新設管と既設構造物との離れ（交差する場合を含む）は、30cm
以上確保する。近接する地下埋設物については当該施設管理者

の指示により適切な措置を講じること。なお、決定した布設位

置に障害物が発生した場合は、その都度布設位置について監督

員と協議する。 
 

2.3.2  
管弁栓類の取

扱い 
 

1 管の取扱いについては、管の変形、塗装の損傷モルタルライニ
ングの亀裂やはく離等を生じさせないよう慎重に行う。 

 
2 管を吊る場合は、2点吊りとし、管の重心位置に注意する。ま
た、塗覆装部や管端部等を損傷しないようナイロンスリングを

用いる。ワイヤーロープを用いる場合は吊り具が直接外面やラ

イニング部にあたらないようクッション材を使用する。 
 
3 保管中は第三者の立入りを防止するため、囲いをし、屋外の場
合はブルーシート等で覆いをかける。また、管端部は管蓋をす
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る等して管内部に異物が入らないようにする。 
 
4 管、弁栓類は直接地面に置いてはならない。盤木の上（鋼管の
場合は、塗覆装部保護のため、無塗装部（管端部）に盤木をあ

てる）に並べ、転がり防止のため両端に歯止めをする。 
 
5 管を積み重ねて保管する時は、許容積み重ね段数以内で安全を
確保できる段数とする。 

 
6 運搬する場合は、引きずったり転がしたりせず、吊り上げて行
う。 

 
7 管の中には入らない。作業上やむを得ず入る場合は、ゴムマッ
トを敷く等の保護措置を講じる。 

 
8 ポリエチレンスリーブは直射日光を避けて保管し、ダンボール
箱等に入れ、損傷しないよう取扱う。 
 

9 各管種の取扱い方法を遵守すること。 
 

2.3.3  
管の据付け 
 

1 管の据付に先立ち、管体の内外面に亀裂その他の欠陥がないこ
とを確認する。 

 
2 管の吊り下ろしにあたり、土留用切梁を一時取外す必要がある
場合は、必ず適切な補強を施し、安全を確認のうえ、施工する。 

 
3 管の基礎は、管に影響を与えないよう平滑に仕上げ、必要に応
じて土のうを並べる等の処置を行う。 

 
4 管の据付にあたっては、管内部を十分清掃し、水平器、型板、
水糸等を使用し、中心線及び高低（土被り）を確定し、管が移

動しないよう管底、管側を良質の土砂で締固め正確に据え付け

る。 
 

5 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、湧水等が流入しないよ



 59

う木蓋等で管端部をふさぐ。また、管内には綿布、工具等を放

置していないことを確認する。 
 
6 斜面配管の施工にあたっては、原則として低所から高所に向け
て布設し、受口を高所に向けて配管する。 
 

7 各管種の据付け方法を遵守すること。 
 

2.3.4  
管の切断 
 

1 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定
め切断線の標線を管の全周にわたって入れる。 

 
2 切断は専用の切断機で切り口が管軸に対して直角になるよう
行う。なお、異形管は切断しない。 

 
3 切断機の使用にあたっては、騒音に対して十分な配慮をし、住
民にできる限り迷惑のかからないようにする。 
 

4 各管種の切断方法を遵守すること。 
 

2.3.5  
弁栓類の設置 
 

1 弁栓類は、維持管理、操作等に支障のないよう設置する。なお、
設置場所は設計図書に基づき、現場付近の道路、家屋及び埋設

物等を考慮し、監督員と立会いのもと決定する。 
 
2 仕切弁は、前後の配管及び道路勾配等を考慮して据え付ける。 

 
3 据え付けにあたっては、重量に見合ったクレーン、またはチェ
ーンブロック等を使用し、安全確実に施工する。 

 
4 消火栓・空気弁等の据付は、管フランジに密着させ、弁の開閉、
パッキンの締め付け状態等を点検しながら行う。 

 
5 補修弁のハンドル取付位置は、操作上車両通行による危険回避
のために民地側に設置する。 

 
6 放水口の位置は、消火栓等使用時に支障のないように鉄蓋のヒ
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ンジの反対側とする。 
 
7 空気弁は、遊動弁体やフロート弁体が円滑に作動するよう鉛直
に据え付ける。 

 
2.3.6  
表筺及び室工

の設置 
 

1 仕切弁、空気弁、消火栓等の表筺及び室工の据付は、沈下、傾
斜及び開閉軸の偏心を生じないよう、所定の基礎を設け入念に

施工する。（標準図は第 3章第 5節参照） 
 
2 消火栓表筺の据付は、放水口とスピンドルの中心が表筺の中心
となるように据え付ける。また、放水口の深さは、道路面から

20cm以上 30cm以内とする。 
 
3 鉄蓋は、構造物に堅固に取り付け、かつ路面に対し不陸なく据
え付ける。 

 
4 丸形の蝶番付鉄蓋の場合、蓋の開閉に作業員が対向車を確認で
きるよう蝶番の位置を決める。また、坂道等に設置する場合は、

勾配の高い方に蝶番が位置するよう設置する。なお、交差点等

では監督員と協議して決定する。（第 3章第 6節参照） 
 
5 仕切弁表筺には黄色のチップを 2箇所入れ込むものとする。 
チップの内容については以下のとおりとする。 
チップ右:①口径 

②電飾防止は「電防」 
チップ左:①通常の仕切弁は水の流れる方向に合わせて「矢印」 

②泥吐管に附帯する仕切弁は「泥」 
③管路断水器は「Ｓ」 
④EM不断水式仕切弁は「工」 
⑤空気弁は「Ａ」 
⑥センターバルブ（閉バルブ）は「C↕」 
⑦ターミナルボックスは「TB」 
⑧その他は必要に応じて監督員と調整すること。 
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図 2-1 仕切弁表筺の標示 

 
2.3.6.1  
丸形鉄蓋の受

枠固定及び高

さ調整用ボル

ト・ナット 
 

1 受枠と下部筐とは受枠固定及び高さ調整用ボルト・ナット（以
下、「調整ボルト」という。）により緊結しなければならない。 

 
2 調整ボルトは、締すぎによる変形を防止するため、「枠変形防
止用高さ調整用部材」を使用しなければならない。 

 
3 道路面との高さ及び勾配の調整は調整ボルトによることとし、
調整可能範囲は７°以下とする。 

 
4 調整ボルトは、小型鉄蓋は M12、丸形鉄蓋は M16とする。 
 
5 蓋と受枠との隙間は、上載荷重が直接調整ボルトに掛からない
よう、調整モルタルを完全に充填しなければならない。 

 
2.3.6.2  
丸形鉄蓋の調

整用モルタル

の施工 
 

1 調整モルタルは気温により左右されるので、受注者は施工に際
して気温の把握に努めること。また、低温時における施工は特

に注意すること。 
 
2 調整モルタルによる充填高さは、5cmを標準とする。なお、最
低高さは 2cm以上とし、連続して 10cm以上の充填をしてはな
らない。 

 
3 調整モルタルの製作に必要な水量、撹拌時間については、製造
者が指定する水量、撹拌時間を遵守すること。 

 
4 調整モルタルが完全に充填するよう、すべてのボルト穴に充填
されていることを確認する。 
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5 打設した調整モルタルは、所要の強度が発生するまで、荷重、
衝撃等による影響を与えないよう養生すること。なお、埋め戻

しは 10N/mm2以上の圧縮強度が発生してから行わなければな

らない。 
 
6 調整モルタルの取り扱いについては、製造者が指定する使用方
法、保管方法、使用上の注意事項等を遵守すること。 

 
2.3.7  
伸縮可とう管

（継手）の設置 
 

1 伸縮可とう管は製品の種類によりその構造や取扱いが異なる
ので、それらを十分に理解し、方向、面間長等に注意し正確に

据え付ける。なお、伸縮部がゴム等の損傷しやすい材質の場合

はこれを損傷してはならない。 
 
2 シッピングボルト（固定ボルト）が設置されているものは、据
付前に緩めたり外したりしてはならないが、据付後は全て取外

す。なお、ボルト数を据付前後に数え、同数であることを確認

する。 
 

2.3.8  
断水工事 
 

1 断水工事は断水時間に制約されるので、迅速かつ正確に施工す
る。 

 
2 あらかじめ工事箇所周辺の調査を行い、資機材の配置、交通対
策、管内水の排水先等を確認し、施工日時、作業工程、施工方

法等については断水工事の計画書を作成し、監督員から請求が

あった場合は速やかに提出する。なお、施工日時については監

督員の承諾を得ること。また、断水広報については監督員の指

示に従う。 
 
3 接続する既設管について、監督員立会いのもと位置、管種、管
径、切断箇所等の確認を行う。 

 
4 断水工事に必要な資機材は、現場状況に適したものを予備器を
含め十分準備し、排水ポンプ、切断機については試運転を行う

とともに、円滑な作業ができるよう作業員を配置する。 
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5 断水工事は監督員立会いのもと実施することとし、既設管の切
断は、監督員の指示により作業を開始する。 

 
6 接続の際は、既設管内を清掃し、土砂、汚水及び作業器具等の
異物がないことを確認し、接続箇所の配管を行う。 

 
7 栓止まりになっている管は、既設管の水の有無にかかわらず内
圧がかかっている場合があるので、栓の取外し及び防護の取壊

しには、空気及び水を抜き、内圧がないことを確認した後に施

工する。 
 
8 通水洗浄作業は、監督員の指示に従う。 
 

2.3.9  
不断水工事 
 

1 不断水工事は既設管に施工するので、迅速かつ正確に施工す
る。なお、事前準備として、材料や使用機械について、仕様や

規格、数量等について確認、点検しておく。 
 
2 不断水工事の施工日時については、監督員の承諾を得ること。 
 
3 不断水式割 T 字管は、既設管に付着した土砂等をきれいに清
掃してから取り付ける。 

 
4 ゴムパッキンは片締めにならないよう均等に締付ける。 
 
5 締付け後に水圧テストを行い、各部から漏水等異常がないこと
を確認した後、穿孔を行う。試験水圧は 0.75～1.00MPaを標準
とし、監督員と協議する。 

 
6 穿孔機の取り付けにあたり、割 T 字管に余分な応力を与えな
いよう必要に応じて支持台を設置する。 

 
7 穿孔後は、切りくず等を排出するため十分ドレーンを行う。な

お、切断片は監督員の確認を受ける。 
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2.3.10  
既設管等の撤

去 
 

1 既設管の撤去を行う場合、埋設位置、管種及び管径等から撤去
する管で有ることを確認した後、撤去する。 

 
2 異形管防護等のコンクリートは、壊し残しのないよう完全に撤
去する。 

 
3 石綿管の取扱いは、労働安全衛生法の規定により、特定化学物
質等作業主任者の指揮のもとに行う。 

 
4 石綿管を撤去する際は、できるだけ継手で解体するようにし、
切断は極力避ける。また、やむを得ず切断する場合は、管体に

散水する等して湿潤の状態におき、石綿粉じんが飛散しないよ

う適切な措置（シート等で作業範囲を覆う等）を講じる。 
 
5 撤去した石綿管は、破損防止や飛散防止等の必要な措置を施
し、設計図書に指定した方法により処理する。 

 
6 撤去した管類、弁類、消火栓、鉄蓋等は、清掃し適正に処理す
る。 

 
7 撤去に関する課題が生じた場合は、監督員と協議し、指示を仰
ぐこと。 

 
2.3.11  
異形管防護工 
 

1 コンクリート防護工の基礎は、管を据え付ける前に施工する。
なお、施工後沈下することのないようにする。 

 
2 コンクリートの打込みは、管の表面をよく清掃してから行う。 
 

2.3.12  
伏せ越し工事 
 

1 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のも
と迅速に施工する。 

 
2 既設構造物を伏せ越しする場合は、関係管理者の立会いのう
え、指定された防護を行い、確実な埋戻しを行う。 

 
3 河川、水路等を開削で伏せ越し、水路、その他を締切る場合は、
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流水の支障、氾濫の恐れ等がないように水樋等を施工するとと

もに、降雨による河川水位の増大に備えて、対策を事前に協議

し、予備資材等を準備しておくこと。 
 
4 軌道下を横断して施工する場合 

(1) 監督員とともに軌道管理者と協議を行う。また、軌道管
理者から指示があった場合は、監督員に報告するととも

に指示に従う。 
(2) 工事は安全確実な計画のもと、迅速に施工することとし、
工事中は監視員を配置し、車両の通過に細心の注意を払

い、必要に応じ沈下計、傾斜計を設置し、工事の影響を

常時監視する。 
 

2.3.13  
水管橋架設 
 

1 架設にあたっては、事前に橋台、橋脚の天端高及び支間を再測
量し支承の位置を正確に決め、アンカーボルトを埋め込む。 

 
2 固定支承、可動支承部は設計図書に従い、各々の機能を発揮さ
せるよう正確に据え付ける。 

 
3 足場設備、防護設備の設置に際して、自重、積載荷重、風荷重、
水平荷重を考慮して転倒あるいは落下が生じない構造にし、ま

た河川の流水等に支障を与えてはならない。足場の撤去につい

ては、監督員に指示による。 
 
4 護岸等の一部取壊し及び復旧は、河川管理者の立会い検査を受
ける。 

2.3.14  
ポリエチレン

スリーブ被覆 
 

1 原則として送配水管には、腐食を防止するため、防食用ポリエ
チレンスリーブを被覆する。 

 
2 スリーブの取付や管の据付にあたっては、スリーブを損傷しな
いよう注意し、地下水や土砂が入らないよう管にできるだけ密

着させ、折り重ね部が管頂にくるようにする。なお、スリーブ

の表示が管頂にくるよう折り重ねる。 
 
3 スリーブはゴムバンド、締め具及び粘着テープにより約 1m間
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隔で固定する。 
 
4 接合部は、スリーブの重ね代は 500mm ずつ（呼び径 500mm
以上は 750mmずつ）用意しておき、管軸方向にたるみを持た
せて取り付ける。 

 
5 誤ってスリーブが損傷した場合は、損傷部よりも大きいスリー
ブを当て、四方を粘着テープで固定する。 

 
6 地下水位が高い場合、または雨天時の場合、接合部のスリーブ
の端面から水が侵入しないように施工する。また、粘着テープ

の粘着力が低下するので、スリーブの汚れと水分はウエス等で

十分ふきとる。 
 

2.3.15  
通水作業工 

1 受注者は、通水に先立ち、充水または洗浄作業に立会い、漏水
等の事故が発生した場合、直ちに復旧できる体制を整えてお

く。 
 
2 充水、洗浄にあたり、監督員の指示により新設管路の仕切弁、
空気弁、消火栓等の開閉操作を行い、異状の有無を確認する。

特に空気弁については、ボールの密着度合を点検する。 
 

3 通水作業完了後、15 分間の水圧測定を行い、水圧低下量が
0.1Mpa以内であれば片圧で 24時間加圧を行う。 
その後再度 15 分間の水圧測定を行い、水圧低下量が 0.05Mpa
以内であれば合格とする。水圧低下量が基準値を超える場合は

漏水の疑いがあるとし、漏水箇所の特定、補修を行い、水圧測

定を繰り返し行う。 
※ポリエチレン管は別途規定あり。（2.7.7 通水試験 参照） 
 

2.3.16  
管の明示テー

プ 

1 管径 50mm 以上の配水管の布設にあたって、明示テープの巻
き付けを行うこと。 

 
2 使用する材料は、水道局の支給材とする。 
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3 表示する対象は、管径 50mm 以上についてすべて胴巻きテー
プ及び天端テープの使用により、識別を明らかにする。 

 
4 表示の方法は、次のとおりとする。 

(1) 胴巻テープの間隔は、口径 50～250mm の場合は、1 本当
たり 3箇所とし、管の両端から 15～20cm並びに中間に 1
箇所とする。口径 300mm以上は、1本当たり 4箇所とし、
管の両端から 15～20cm及び中間に 2箇所とする。 

(2) 胴巻テープは、口径 50～250mm については、1.5 回巻き
し、300mm以上については、1.25回巻きとする。 

(3) 弁類は、他の埋設物との区別が容易であるので明示しな
い。 

(4) 異形管類については、下図のとおりとする。 

 
 

2.3.17  
管の明示シー

ト 

1 国道、県道、市道、その他の道路に布設する管径 50mm 以上
の配水管（鋼管、鋳鉄管等）には、明示シートを布設すること。 

 
2 シートは、高密度ポリエチレンを織製したクロスに低密度ポリ
エチレンをラミネートしたものとし、耐薬品性、無腐蝕生地で

顔料及び印刷インクは、長期にわたり変色しないものとする。 
3 シートの規格は、次のとおりとする。 

(1) 材質：ポリエチレンクロス織シート 
(2) 色 ：地色は青とし、文字は白とする 
(3) シート幅：40cm/枚 
(4) 厚さ：0.15mm±0.03mm 
(5) シート長：長さが 2倍となる「つづら折り」とする 

 
4 シートの布設は、管の上部 30cmの位置に、入念な突き固めの



 68

後に連続して行うこと。なお、異形管のコンクリート防護部も

同様とし、弁室等の堅固な構造物については除くものとする。 
 
5 シートの布設枚数は、特に指示された場合を除き、次のとおり
とする。 

管径 枚数 

300mm以下 1 

700mm以下 2 

1,200mm以下 3 

 
6 シートの標準布設方法は、下図のとおりとする。 

 
 

2.3.18 ロケー
ティングワイ

ヤー 

埋設後に漏水調査、布設替等において管路探査を可能にするた

めに、ロケーティングワイヤーの施工を基本とする。使用材料は

芯線が断線した場合にも管路探査できるよう導電性カーボンゴ

ム等により被覆された専用のワイヤーを使用するものとし、以下

にその施工要領を示す。 
1 ワイヤー先端部の処理は、水分が入ると錆が生じ、内部に進行

するので必ず指定のキャップで先端部を処理すること。 
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2 ワイヤー相互の接続 
 (1)             (2) 
 
 
  ワイヤーＡとワイヤーＢ   結び目をねじってＡの先端 
  を結ぶ。キャップ先端部   をＢ側のワイヤーにＢの先 
  の処理を行う。       端をＡ側のワイヤーに向け 
                る。 
 (3)             (4) 
 
 
  Ａの先端ワイヤーをＢの   巻きつけた上から自己融着 
  ワイヤーに、Ｂの先端を   テープでテーピングをする。 
  Ａのワイヤーにそれぞれ   ※自己融着テープでテーピ 
  すきまなく 15cm程度に     ングした後、さらにビニ 
  巻く。            －ルテープを巻くとよい。 
 
3 配水管への施工 

(1) 配水管部 
配水管起点部及び端末部に、先端処理したワイヤーを 5～

6回程度コイル状に巻いてビニールテープ（明示テープ）で
固定する。固定後、ワイヤーを配水管上に若干の緩みをもた

せながら配線し、適当な間隔（2m 程度）をビニールテープ
（明示テープ）で固定する。 



 70

 
 

(2) 仕切弁・消火栓ボックス 
仕切弁、消火栓等のボックスがある場合は、ワイヤーを切

断せず、ねじって図のように折り返して輪をつくり、地上か

ら手が届く位置まで立ち上げる。ワイヤーの立ち上げには塩

化ビニル管φ13mmを使用し弁室に固定する。 

 
 

(3) Ｔ字管部 
分岐側のワイヤーを主管側のワイヤーに隙間なく 15cm程

度巻きつけビニールテープ（明示テープ）で固定する。 
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第4節 ダクタイル鋳鉄管 
 
2.4.1  
一般事項 
 

1 接合に先立ち、接合の方法や順序、継手の付属部品及び必要な
器具、工具等を点検確認する。 

 
2 挿し口部の外面、受け口部の内面、押輪及びゴム輪等に付着し
ている油、砂、その他の異物を完全に取り除く。 

 
3 ダクタイル鋳鉄管の接合にあたり滑剤を使用する場合は「ダク
タイル管継手用滑剤」を使用する。なお、ゴム輪に悪影響を及

ぼし衛生上有害な成分を含むグリース等の油類や中性洗剤、プ

ラスチック管用滑剤は絶対に使用してはならない。 
 
4 ボルト・ナットの締付においては、仮締め、追締めを順序良く
行い、全箇所トルクレンチにて締付けトルクを確認する。 

 
5 接合完了後、埋戻し前に継手の状態及びボルトの締付け具合を
再度確認する。 

 
6 各種耐震管及び大口径管の接合は、全ての継手接合箇所におい
てチェックシート等を使用し、接合状態を管理する。（K 形管
については、必要に応じて使用することとする。）なお、チェ

ックシートは日本ダクタイル鉄管協会のチェックシートを参

考に作成し日報とあわせて提出するとともに、検査書類として

提出する。 
 
7 接合に不具合が認められるときは、継手を解体しゴム輪を交換
して接合をやり直す。 

 
2.4.2  
管の取扱い 

1 ゴム輪は直射日光、熱等にさらさないよう屋内（乾燥した冷暗
所）に保管し、未使用品は必ず梱包ケースに戻して保管する。 

 
2 ゴム輪は油、溶剤（アルコール、ガソリン）等が付着しないよ
う注意して使用する。 
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3 接合部品は、所定の容器に入れるか台木の上に置くこととし、
直接地面に置かない。ボルトナットはネジ山や塗装を損傷しな

いよう取扱う。 
 

2.4.3  
管の据付け 

1 管据付け時、受口部分のメーカーマークの中心部を管頂にして
据え付ける。 

 
図 2-2 管受口のメーカーマーク 

 
2 直管の継手部で角度をとる配管は原則として行わない。やむを
得ず行う場合は下表の範囲内で、かつ複数の継手部に分割して

曲げ配管を行う 
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表 2-2 許容曲げ角度表 

４m管 ５m管 ６m管 ４m管 ５m管 ６m管

75 5°00′ 8 35 4°00′ 6 28

100 5°00′ 10 35 4°00′ 8 28

150 5°00′ 15 44 4°00′ 12 35

200 5°00′ 19 44 4°00′ 15 35

300 3°20′ 19 35 3°00′ 17 31

400 4°10′ 31 43 3°00′ 22 31

500 3°20′ 31 35 3°20′ 31 35

600 2°50′ 31 29 2°50′ 31 29

700 2°30′ 32 26 2°30′ 32 26

800 2°10′ 32 22 2°10′ 32 22

900 2°00′ 32 21 2°00′ 32 21

1000 1°50′ 33 19 1°50′ 33 19

４m管 ５m管 ６m管

75 4°00′ 6 28

100 4°00′ 8 28

150 4°00′ 12 35

200 4°00′ 15 35

300 4°00′ 23 42

400 4°00′ 30 42

500

600

700

800

900

1000

呼び径
（mm）

ＧＸ　形

許容曲げ
角度θ

X
（mm）

管1本あたりに許容さ
れる偏位σ（cm）

ＮＳ　形

許容曲げ
角度θ

X
（mm）

管1本あたりに許容さ
れる偏位σ（cm）

呼び径
（mm） 許容曲げ

角度θ
X
（mm）

管1本あたりに許容さ
れる偏位σ（cm）

K　形
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2.4.4 管の切断 
 
 

1 切断面は継手形式に応じて挿し口端面をグラインダ等で所定
の面取りを施し、切断面には錆等の発生を防止するため、水道

用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（JWWA K 139）に準ずる塗
料を塗布する。このとき、鋳鉄管外面補修用塗料や一般のスプ

レーペイント等は使用しない。 
 

2 耐震形（離脱防止形）ダクタイル鋳鉄管の挿し口加工を行う場
合は、管は設計図書指定の切用管（1 種管、S種管）とし、専
用の機械器具を使用する。 
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2.4.5 GX 形ダ
クタイル鋳鉄

管の接合 
（ φ 75 ～ φ
400） 
 

 
(1)直管（φ75～φ400） 

 
(2)直管受口にライナを使用する場合 

 

(3)異形管 

 
(4)Ｇ－Ｌｉｎｋ 

 
図 2-3 ＧＸ形継手構造 

 
1 挿し口外面の清掃は、管端部から 30cm程度とする。 
 
2 ロックリング及びロックリングホルダが正常な状態にあるか
目視及び手で触って確認する。 
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3 NS形管と同様にゴム輪を受口にセットし、ゴム輪内面を指で
触り部分的な浮き上がりがない事を確認する。 

 
4 滑剤を挿し口外面及びゴム輪内面に塗布する。なお、滑剤は、
ゴム輪のセット前に受口内面に塗ってはならない。 

 
5 管を挿入する時、以下のとおりとする。 
  (1)直管受口に直管挿し口を挿入する場合（ライナなし） 
   接合器具を所定の位置にセットし、ゆっくりと挿し口を受
口に挿入する。このとき、挿し口外面にある 2 本の白線のう
ち白線 A上に受口端面がくるようにする。 

 
  (2)直管受口に直管挿し口を挿入する場合（ライナあり） 
   ライナボードは表示面が手前になるように挿入し、その後
ライナをまっすぐ受口奥部に当たるまで挿入する。直管受口

端面からライナまでの、のみ込み量の実測値（挿入量）を測

定し、挿し口に白線で明示する。挿入量は先ほど明示した白

線までとする。 

 
図 2-4 ライナ使用時の接合構造 

 
図 2-5 ライナ使用時の挿し口挿入量の明示 
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  (3)異形管受口に接合する場合 
   所定の受口溝にロックリング及びストップが正常な状態に
あるか目視で確認する。押輪及びゴム輪を挿し口へセットす

る前に、のみ込み量の実測値を測定し、挿し口に白線で明示

する。ゴム輪は GX 形用であるかを十分確認しセットする。
滑材を塗布し、ゆっくりと挿し口を受口に挿入する。明示し

た白線まで挿入したらストッパを引き抜きロックリングが挿

し口外面に掛かっているか確認をする。押輪を受口端面に当

たるまで締め付ける。 

 
図 2-6 異形管受口の挿し口挿入量の明示 

 
図 2-7 挿し口の挿入 

 
  (4)G-Linkを用いて異形管受口に接合する場合 
   ゴム輪を挿し口へセットする前に、のみ込み量の実測値を
測定し、挿し口に白線で明示する。ゴム輪は GX 形用である
かを十分確認しセットする。G-Link 内面の所定の位置に爪が
全数装着されていること、外面に押ボルトが全数装着されて

いることを確認する。また、爪が内面に出ていないか確認す

る。異形管の押輪の代りに G-Linkを用いて接合する。この時
使用するボルト・ナットは押輪で接合する場合の 2 倍の本数
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を使用する。トルクレンチを用いて押ボルトを均等に 100Ｎ・
ｍで締付ける。 

 
図 2-8 G-Link押ボルトの締付け 

 
6 切管を使用するにあたり、溝切り加工をする場合（φ400mm
のみ）は、切用管（1 種管）を使用する。なお、溝切り寸法
については、次表のとおり。 

 
表 2-3 挿し口加工寸法 
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2.4.6  
NS形ダクタイ
ル鋳鉄管の接

合 
2.4.6.1  
（φ 350～φ
450） 
※φ400 は GX
形を原則とす

る 
 

(1) 直管（φ350～φ450） 

 
(2) 直管受口にライナを使用する場合 

 
(3) 異形管（φ350～φ450） 

 
(4) 継輪 

 
 

図 2-9 NS形継手構造 
 
1 挿し口外面の清掃は、管端部から 30cm程度とする。 
 
2 芯出しゴムを清掃して、受口の所定の位置にしっかりと張り付
かせ、絞り器具で絞ったロックリングを芯出しゴムの上にセッ

トする。（芯出しゴムとロックリングがセットされた状態で出

荷されている場合は、それらが正常な状態にあるか目視及び手

で触って確認する。） 
 
3 バルブ部（丸い部分）が奥になるようにして、受口の所定の位
置にゴム輪をセットし、下図の Cにあたる寸法を確認する。 
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図 2-10 受口ゴム輪最大寸法 

 
4 滑剤を挿し口外面及びゴム輪内面に塗布する。なお、滑剤は、
ゴム輪のセット前に受口内面に塗ってはならない。 

 
5  

(1) 直管受口に直管挿し口を挿入する場合（ライナなし） 
接合器具を所定の位置にセットし、ゆっくりと挿し口を受

口に挿入する。このとき、挿し口外面にある 2本の白線のう
ち白線 A上に受口端面がくるようにする。（図 2-11参照） 

 
図 2-11 白線表示 

 
(2) 異形管受口との接合、及び直管受口にライナを挿入して
接合する場合 
挿し口にのみ込み量の実測値（挿入量）を白線で明示する。

（図 2-12～13参照） 
接合器具を所定の位置にセットし、ゆっくりと挿し口を受

口に挿入し、挿し口に明示した白線が受口端面の位置まで全

周にわたって挿入されていることを確認する。 
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図 2-12 挿し口挿入量の明示（異形管φ350～φ450） 

 

 
図 2-13 挿し口挿入量の明示（直管にライナを挿入する場合） 

 
6 直管の挿し口挿入後は、受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを差
し込み、全周にわたりゴム輪の入り込みに異常がないか確認す

る。 
 ゲージの入り込み量を円周 8箇所測定し、その入り込み量が
前項 3 で確認した C 寸法を超える場合と、入り込み量の最大
値と最小値の差が下表の数値を超える場合は、継手を解体して

点検し再度接合する。再接合の際は、ゴム輪は新しいものを使

用する。 
 

 
図 2-14 ゲージの入り込み量測定 

 
7  

(1) 異形管（φ350～φ450）受口の接合においては、ロック
リングのセットに使用したストッパーを取り外した後、

挿し口突部がロックリングを通過しているか確認するた

め、挿し口もしくは受口を大きく上下左右前後に振り、
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継手が抜け出さないことを確認する。 
 
8 継輪、及びφ300以上の異形管受口の接合の際、バックアップ
リングの挿入にあたっては、バックアップリングのテーパー部

が挿し口端面側にあるか、向きを確認する。 
 
9 異形管受口、及び直管の受口にライナを挿入して離脱防止形と
して使用する場合は、ライナを挿入後、4.5mm のすき間ゲー

ジがライナと受口奥部との間に、全周にわたり入らないことを

確認する。 

 
 

図 2-15 ライナ位置の確認 
 
10 切管を使用するにあたり、挿し口加工をする場合は、切用管（1 
種管）を使用する。なお、挿し口加工寸法については、次表の

とおり。 
 

表 2-4 挿し口加工寸法 
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表 2-5 挿し口のバリ取りおよび端面処理 

 
 

2.4.6.2  
( φ 500 ～ φ
1000) 
 

 (1) 直管（φ500～φ1000） 

 
 

(2) 異形管（φ500～φ1000） 

 
 

図 2-16 NS形継手構造 
1 挿し口外面の清掃は、管端部から約 60cm程度とする。 
 
2 ロックリング拡大器具を用いて、ロックリング分割部が次表に
示す s寸法（目安値）になるまで拡大する。 

 

 
図 2-17 ロックリング拡大器の装着 
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表 2-6 Ｓ寸法（目安値） 

 
3 ストッパーは下図のように間隔調整ねじにより、ストッパー幅
を調整し、ロックリング分割部に装着した後にロックリング拡

大器具を取り外す。 
 

 
図 2-18 ストッパの概要 

 

 
図 2-19 ストッパの装着 

4 挿し口外面および受口内面（端面から受口溝までの間）に滑剤
を塗る。 

 
5 ゴム輪の表示（NS）を確認し、ゴム輪内面に滑剤を塗り挿し
口にセットする。バックアップリングを清掃して下図の向きに

挿し口に預ける。 
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図 2-20 接合部品のセット位置 

 
6 受口端面と挿し口外面に明示してある 2 本の白線のうち白線
Ａ（挿し口端面側の白線）との間隔が 10～20㎜程度になるよ
うにゆっくりと挿入する。 
 挿し口を挿入した後、ロックリング分割部に装着していたス

トッパーを引き抜く。このとき、ロックリングが挿し口外面に

抱きついていることを確認する。 

 
図 2-21 挿し口の挿入 

 
7 管の心出し後、下図のとおりバックアップリングがロックリン
グに全周にわたって当たるまで、挿入棒を使って受口と挿し口

のすき間に挿入する。 

 
図 2-22 バックアップリングの挿入 
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 バックアップリングの挿入時は、次の点に注意点する。 
① バックアップリングの切断部がロックリング分割部と重
複しないように、バックアップリングに表示された 2本の
赤線の間にロックリング分割部が納まるようにする。 

② バックアップリングの切断部のテーパ面どうしが下図の
ように合っていることを確認する。 

 
図 2-23 バックアップリング切断部の確認 

 
8 ゴム輪外面、挿し口外面および受口内面にダクタイル鉄管継手
用滑材を塗る。受口内面に塗布した滑材が乾くとゴム輪を押し

込みにくい場合があるので、再度滑材を塗布する。受挿しすき

間を上下左右で均等に保ちながらゴム輪を受口、挿し口のすき

間に押し込む。 
 先端のとがったタガネなどで、ゴム輪を叩いたり押したりし

てはいけない。ゴム輪を傷付けないよう注意すること。 
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2.4.7  
K 形ダクタイ
ル鋳鉄管の接

合 

 
図 2-24 K形継手構造 

 

 

図 2-25 K形特殊押輪（3DkN以上）継手構造 
 
1 挿し口外面の清掃は、端部から 40cm程度とする。 
 
2 特殊押輪及びゴム輪の方向を確認し挿し口にセットした後、受
口に挿入する。 

 
3 ゴム輪を損傷しないよう所定の位置に押し込んだ後、片締めに
ならないよう上下、両横、対角の順にボルトを少しずつ締付け、

特殊押輪面と受口端との間が全周を通じて均等になるように

し、最後にトルクレンチにより所定のトルクで締付ける。締付

けトルクは次表のとおりとする。 
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表 2-7 規定締付けトルク  単位：Ｎ・ｍ 

 
 
4 接合後、特殊押輪と受口端面の間隔及び受口端面から白線まで
の間隔（及び胴付間隔）、ゴム輪の出入り状態が適正であるこ

とを確認する。 
 

2.4.7 
フランジ継手

の接合 
 

1 フランジ継手には次の 3種類があるので、それぞれの接合方法
を厳守する。 

 
表 2-8 各種フランジ 

 
 
2 大平面座形フランジの接合 

(1) フランジ面、ボルト・ナット及びガスケットをきれいに
清掃する。 

(2) ガスケットをずれが生じないよう固定しながら両面を密
着させ、片締めにならないよう注意しながら全てのボル

トを均等に締付ける。締付けトルクは下表のとおり。 
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表 2-9 大平面座形フランジのボルトの締付けトルク（単位：Ｎ・ｍ） 
呼び径 

（mm） 
ボルトの呼び 

締め付けトルク 

（N･m） 

50～200 Ｍ16 60 

250・300 Ｍ20 90 

350・400 Ｍ22 120 

450～600 Ｍ24 260 

700～1200 Ｍ30 570 

1350～1500 Ｍ36 900 

※ 呼び径 700㎜以上は参考値である。 

 
(3) 片締めやガスケットのずれがないことを目視で確認す
る。 

 
3 溝形フランジの接合 

(1) フランジ面、ガスケット溝、ガスケット及びボルト・ナ
ットをきれいに清掃する。 

(2) ガスケット溝に GF形ガスケットを装着する。このとき、
接着剤を用いる場合は、シアノアクリレート系接着剤（ア

ロンアルファ等）を使用し、酢酸ビニル系接着剤（セメ

ダイン等）や合成ゴム系接着剤（ボンド等）はガスケッ

トに悪影響を及ぼすので使用してはならない。 
(3) ガスケットがよじれないように注意しながらフランジ面
を合わせ、締付ける。 

(4) 締付け後、フランジ面間の間隔を円周 4 ヵ所測定する。
メタルタッチの場合は、このとき 1.0mm 厚のすき間ゲー
ジが入ってはならない。また、全てのボルトが 60N･m
（600kgf・cm）以上のトルクがあることを確認する。 

(5) メタルタッチでない場合は、フランジ面間の間隔が次表
の標準間隔内にあることを確認するとともに、全てのボ

ルトがゆるまないことを確認する。 
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表 2-10 メタルタッチでない溝形フランジの標準間隔（単位：mm） 

呼び径 
標準間隔 

下 限 上 限 

75～900 3.5 4.5 

1000～1500 4.5 6.0 

1600～2400 6.0 8.0 

2600 7.5 9.5 

 
(6) メタルタッチの場合の接合で、ガスケットがフランジ面
間にかみ込んでいる場合は、継手を解体し、ガスケット

が損傷していないことを確認した上で接合をやり直す。 
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第5節 鋼管 
 
2.5.1  
管の据付け 
 

1 板巻管の据付は、90°または 180°の交互配列とし、チェーン
ブロック等を用いて据え付ける。 

 
2.5.2  
管の切断 
 

1 鋼管の切断は、切断線を中心に幅 30cmの範囲の塗覆装をはが
し、切断線を表示して行う。なお、切断中は管内外面の塗覆装

の引火に注意し、適切な防護措置（濡れ布等）を行う。 
 
2 鋼管は切断完了後、新管の開先形状に準じて、丁寧に開先仕上
げを行う。 

 
2.5.3  
溶接作業者の

資格 
 

1 溶接作業者は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法
及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する

試験に合格した者とする。 
 

2.5.4  
溶接計画 
 

1 溶接方法、溶接順序、溶接棒、溶接作業者の保有資格等につい
て、施工要領（計画書）を作成し施工計画書の一部として監督

員に提出する。 
 

2.5.5  
現場溶接 
 

1 溶接は、被覆アーク溶接とする。 
(1) 溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼用被覆アーク溶接棒）に適合
するもので、次のいずれかを使用する。 
 D4301（イルミナイト系） 
 D4316（低水素系） 
なお、これ以外のものを使用するときは、JIS Z 3211 の試

験を行い監督員の承諾を得る。 
(2) 溶接棒は、常時乾燥状態に保つよう適正な管理を行い、
湿度の高い掘削溝中に裸のままで持ち込まない。特に、

低水素系の溶接棒は恒温乾燥器中に 300℃前後で 1時間以
上保持した後、適切な防湿容器に入れて作業現場に持ち

込み、これより 1本ずつ取り出して使用する。 
 
2 管内における溶接作業は、中毒、火気、漏電、換気、照明等に
注意を払い、事故防止対策を施す。なお、危険箇所（管の屈曲
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部、バルブ設置部等）については特に留意して行う。 
 
3 溶接作業に使用する受・配電設備、配線、発電機等の電気機械
器具は、資格を有する電気技術者に施工、または取扱わせ、漏

電遮断装置、接地等、漏電防止及び接触による感電防止の処置

を講じる。 
 
4 溶接作業中は、管内塗装面を痛めないよう十分防護措置を施
し、作業員の歩行についても十分留意する。 

 
5 溶接部は十分乾燥させ、錆その他有害なものをワイヤブラシ等
で完全に除去し、清掃してから溶接を行う。 

 
6 溶接の際は、管の変形を矯正し、開先を合わせて最小限の仮付
け溶接をし本溶接を行う。なお、本溶接の施工にあたっては、

仮付け溶接を完全にはつり取る。また溶接中はスパッタが塗装

面を痛めないように適切な防護をする。 
 
7 仮付け溶接後は、直ちに本溶接することを原則とし、作業上や
むを得ず、本溶接できない場合は監督員の承諾を得る。なお、

仮付け溶接のみが先行する場合は、3口以内にする。 
 
8 本溶接部には、有害な次の欠点がないこと。 
① 割れ 
② 溶け込み不足 
③ ブローホール 
④ アンダーカット 
⑤ スラグの巻き込み 
⑥ オーバーラップ 
⑦ 極端な溶接ビートの不揃い 
⑧ 融合不良 
⑨ アークストライク 

 
9 本溶接は、溶接部の収縮応力や溶接ひずみを少なくするため
に、溶接熱の分布が均等になるような溶接順序に留意する。 
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10 多層溶接の場合、一層の溶接が完了するまでその層は連続して
施工すること。また、溶接は各層ごとに、スラグ、スパッタ等

を完全に除去、清掃のうえ、次層の溶接を行う。 
 
11 本溶接は、路線の一方向から逐次施工することを原則とする。 
 
12 ビードの余盛は、なるべく低くするように溶接し、次表の範囲
とする。 

 
表 2-11 板厚と余盛高さ 

母材の板厚（ｔ・ｍｍ） 余盛高さ（ｍｍ） 

12.7≧ｔ 3.2以下 

12.7＜ｔ 4.8以下 

 
13 管径 700mm以下で内面溶接ができない場合は、低水素系の溶
接棒を使用して裏波溶接を行う。 

 
14 両面溶接を行う場合は、片側の溶接を完了後、反対側をガウジ
ングにより健全な溶接層が完全に現れるまではつり取った後、

溶接を行う。 
 
15 雨天、風雪時または厳冬時は、原則として溶接は行わない。た
だし、適切な設備を設けた場合、または溶接前にあらかじめガ

スバーナー等で適切な予熱を行う場合は、監督員の承諾を得て

施工することができる。 
 
16 屈曲箇所における溶接は、その角度に応じて管端を切断した
後、開先を規定寸法に仕上げてから施工する。中間で切管を使

用する場合もこれに準じて行う。 
 

2.5.6  
内面塗装（液状

エポキシ樹脂

塗装） 
 

1 工場塗装においては JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗
料塗装方法）または JWWA K 157（水道用無溶剤形エポシキ樹
脂塗料塗装方法）、現場塗装においては、JWWA K 157（水道
用無溶剤形エポシキ樹脂塗料塗装方法）及び JWWA K 157 附
属書 A「水道用エポシキ樹脂系プライマー」により行う。 



 94

2 工場における塗装厚は 0.3mm 以上、工事現場における塗装厚
は 0.4mm以上とする。 

 
3 使用する塗料は、工場にあっては、二液性の溶剤型エポシキ樹
脂塗料とし、JWWA K 135 に適合するもの。 

 
4 工事現場にあっては、二液性の無溶剤型エポシキ樹脂塗料と
し、WSP052に適合するもの。また、塗料の色は、マルセル記
号 N-3～4（グレー）とし監督員が必要と認めた場合は、塗料
検査成績表を提出する。 

 
5 溶接によって接続される塗装製品は、溶接熱の影響を考慮し
て、端部を塗り残す。ただし、塗り残し部分にはエポシキ樹脂

系塗料のショッププライマーを塗装する。 
 

表 2-12 管端部の塗り残し幅（単位：mm） 

呼び径（Ａ） 
内面塗装 

（エポキシ） 
外面塗装 

（ポリウレタン） 

80～700 80 100 

800～1500 100～150 100 

1600以上 100～150 150 

 
6 管内における塗装作業は、中毒、火気、漏電、換気、照明等に
注意を払い、事故防止対策を施す。なお、危険箇所（管の屈曲

部、バルブ設置部等）については特に留意して行う。 
 

2.5.7  
外面塗装 
 

1 工場においては、プラスチック被覆装とし、JWWA K 151（水
道用ポリウレタン被覆方法）に基づき行う。また、現場溶接継

手部においては、ジョイントコートを標準として行う。 
 
2 工場被覆装の被覆厚は次のとおりとする。 
 直管及び異形管：2.0mm 

 
3 ジョイントコートは、JWWA K 153 （水道用ジョイントコー
ト）に準じて行う。 
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4 ジョイントコートの種類は、原則としてプラスチック系 2種類
とし、施工後の構成は、下図による。なお、使用するジョイン

トコートの種類は施工計画書に記載する。 
 

   

熱収縮チューブ         熱収縮シート 

図 2-26 ジョイントコート 
 
5 ジョイントコートの防食材の寸法は、次による。 
 

表 2-13 防食材の寸法（単位：mm） 
防 食 材 呼び径（Ａ） 厚 さ 幅 

熱収縮チューブ 
80～450 基材1.5以上 

粘着材1.0以上 

450以上 

500～900 500以上 

熱収縮シート 

80～450 

基材1.5以上 

粘着材1.0以上 

450以上 

500～900 500以上 

1000～1500 550以上 

1600～3000 600以上 

 
6 現場溶接継手部の前処理は、次による。 

(1) 溶接によって生じた有害な突起があるときは、サンダ、
グラインダ等によって平滑に仕上げる。 

(2) ほこり、どろ等が付着しているときは、きれいな綿布等
で取り除き、スケール、さび、異物等は、ブラスト、サ

ンダ等を用いて除去し、清掃する。 
(3) 水分が付着しているときは、乾いた綿布などでふき取っ
た後、十分乾燥させる。 

(4) 付着した油分は、溶剤を含ませた綿布などを用いて除去
する。 
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(5) 工場塗覆装がアスファルト塗覆装のときは、防食材によ
って被覆される工場塗覆装部に塗られているホワイトウ

ォッシュを除去する。 
 
7 防食材によって被覆された工場塗覆装部が損傷しているとき
は、あらかじめ補修を行う。 

 
8 管体は、専用バーナを用いて溶接部中央から左右に炎を当て、

60℃程度に予熱する。 
 
9 熱収縮チュ－ブの取付けは、あらかじめ仮置きしておいた熱収
縮チューブを工場塗装部との重ね代が熱収縮後も片側 50mm
以上確保できる位置まで戻し、はく離紙をはがした後、上端部

に適当な浮かしジグを挿入して、熱収縮チュ－ブと管の間隔を

同程度とする。 
 
10 熱収縮シートの取付けは、熱収縮シートを工場塗装部との重ね
代が熱収縮後も片側 50mm 以上になる位置に合わせた後、は
く離紙をはがしながら管の表面に圧着するように取付ける。 

 
2.5.8  
管の防食 
 

1 コンクリート及び土壌マクロセル腐食防止対策については、次
の事項による。 

(1) 鉄筋コンクリート防護部分及び鉄骨・鉄筋コンクリート
構造物内の管の配管にあたっては、管と鉄骨、鉄筋等と

の離れを確保し、管と鉄骨、鉄筋を接触させてはならな

い。また配筋、型枠組立、コンクリート打設、型枠解体

等の作業にあたっては、管の外面塗覆装に傷をつけない

ように注意する。 
(2) 構造物の壁等の貫通部や共同溝内の管台部には、絶縁物
を設計図書に示す位置に設置し、バンド等で確実に固定

する。 
(3) アンカーボルトにより管を固定する場合は、絶縁性の材
料を用いて管とアンカーボルトが直接接触するのを避け

る。 
(4) マクロセル腐食防止用に電極を設置する個所の管には、
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別途電気防食工事による土中に設置された電極から管体

への防食電流の均一な流入の障害となるため、設計図書

に示すとおりポリエチレンスリーブ被覆を施工しない。 
 
2 管とステンレス鋼管等、異種金属を接合する際、絶縁継手、絶
縁ボルト等を必ず使用し、異種金属によるマクロセル腐食を防

止する。 
 
3 電気防食装置の設置にあたっては、次の事項による。 

(1) 防食方法は、流電陽極法、外部電源法、排流法による。（図
2-26参照） 

(2) 埋設管に電気防食装置を設置する場合は、対象管にター
ミナル（測定端子）を溶接し地上部にはターミナルボッ

クス（マンホール「電防」文字入）を設置する。 
(3) 防食装置の容量決定は、実際の測定結果によることを原
則とする。 

(4) その他防食設備を設置する場合は、電気設備に関する技
術基準を定める省令（通商産業省令）に準じて施工する。 

(5) その他定めのない事項については、監督員の指示に従う。 
 

 
図 2-27 防食装置参考図 
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2.5.9  
溶接部検査 
 

1 検査は、WSP 008－97（水道用鋼管現場溶接継手部の非破壊検
査基準）により、原則として放射線透過検査とするが、これに

より難い場合は、超音波探傷検査による。 
 
2 検査箇所数は、溶接箇所数の 20%とし、撮影する箇所は監督
員と協議する。 

 
3 撮影は、溶接 1 箇所当たり原則として 2 枚とする。（時計の 3
時－9時または 12時－6時のように対称な方向とする。） 

 
2.5.10  
塗装部検査 
 

1 工事現場における塗装の検査は、次の事項による。 
 
2 内面塗装の検査は、JWWA K 157（水道用無溶剤形エポシキ樹
脂塗料塗装方法）により、外観の検査、塗膜の厚さ、ピンホー

ル検査については全ての塗装箇所について行う。はつり性につ

いては監督員の指示する箇所について行う。 
 
3 外面塗装（熱収縮系チューブ・シート）の被覆後の検査は、

WSP 012－92により、外観の検査、被覆の厚さ、ピンホール検
査について全ての被覆箇所について行う。 
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第6節 ステンレス鋼管 
 
2.6.1  
管の切断 
 

1 原則として開先切断機で行う。 
 

2.6.2  
溶接作業者の

資格 
 

1 溶接作業者は、JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定による
試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に

該当する試験に合格した者とする。 
 
2 被覆アーク溶接とティグ溶接を併用する場合の溶接作業者は、

JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）
に定められた試験のうち、その作業に該当する試験にも合格し

た者とする。 
 

2.6.3  
溶接計画 
 

1 溶接方法、溶接順序、溶接棒、溶接作業者の保有資格等につい
て、施工要領（計画書）を作成し施工計画書の一部として監督

員に提出する。 
 

2.6.4  
現場溶接 
 

1 溶接は「2.5.5 現場溶接」に準拠して行う。 
 
2 現場溶接は、管端部の油脂、ほこり、水分等の異物を完全に除
去した後、初層及び 2層はティグ溶接（タングステンイナート
ガスアーク溶接）、残りの溶接は被覆アーク溶接とする。なお、

自動溶接機については、監督員の承諾のもとに使用することが

できる。 
 
3 手動溶接に使用する溶接棒は、芯線が JIS Z 3321（溶接用ステ
ンレス鋼溶加棒及びソリッドワイヤ）の Y308及び JIS Z 3221
（ステンレス鋼被覆アーク溶接棒）の D308に規定する溶接棒
を使用する。 

 
4 バックシールドガスは、100%アルゴンを使用するものとし、
必要に応じアルゴンの置換状態のチェックを行うこと。バック

シールドについては、管内にガスが封入できるような冶具を用

いて行う。ただし、監督員の承諾を得て、フラックス加工の溶
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接棒を使用する場合は、バックシールドガスは必要としない。 
 
5 溶接に先立ち、溶接面の直角度及び平面度を矯正し、必要に応
じアングルグラインダーで研削矯正し、整形する。 

 
6 真円度の矯正は、矯正冶具を用い、最大偏差は±1.5mm 以内

とする。 
 

2.6.5  
管の防食 
 

1 フランジ接合部で異質材と接合する場合は絶縁フランジ継手
とし、ボルトはステンレス絶縁ボルトを使用する。絶縁フラン

ジ接合後は、ボルトの絶縁検査（WSP 050）に準じて、絶縁抵
抗計または回路計で各絶縁ボルトとフランジ面間の抵抗を測

定し、個々の絶縁抵抗が 104Ω以上あることを確認する。 
 また、土中埋設となる場合は、絶縁フランジ部を防食ゴム等

で絶縁する。 
 

2.6.6  
溶接部検査 
 

1 溶接部の検査は、JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接継手の放射線
透過試験方法）に従って行う。 

 
2 検査箇所数は、溶接箇所数の 10%とし、撮影箇所は監督員の
指示による。 
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第7節 水道配水用ポリエチレン管 
 
2.7.1  
規格・口径 
 

1 適合する規格は、JWWA K 144（水道配水用ポリエチレン
管）、JWWA K 145（水道配水用ポリエチレン管継手）とし、
（社）日本水道協会の検査証印のあるものとする。 
 

2 使用する口径は、φ50㎜・φ75㎜とする。 
 

2.7.2  
管の取扱い 
 

1 管の取扱いにおいては、特にきずがつかないように注意し、
また紫外線、火気からの保護対策を行うこと。 

 
2 トラックからの積み降ろしのときは、管や継手を放り投げた
りして衝撃を与えないこと。 

 
3 トラックで運搬するときは、必ず管がつり具や荷台の角に直
接当らないようにクッション材で保護すること。 

 
4 小運搬を行うときは、必ず管全体を持ち上げて運び、引きず
ったり滑らせたりしないこと。 

 
5 管の保管は屋内保管を標準とし、メーカー出荷時の荷姿のま
まとする。現場で屋外保管をする場合はシートなどで直射日

光を避け、熱気がこもらないよう風通しに配慮すること。 
 
6 管の保管は平たんな場所を選び、まくら木を約 1m 間隔で敷

き、不陸が生じないようにして横積みすること。また、井げ

た積みにはしないこと。 
 
7 管の融着面の清掃時に使用するエタノール・アセトンは、保
管量により消防法の危険物に該当するため、保管にあたって

は、法令及び地方自治体の条例を遵守すること。 
 
8 多量に灯油、ガソリン等の有機溶剤を扱う場所での管の布設
は、水質に悪影響を及ぼす場合があるので、必要に応じてさ

や管を利用するなどの対策を行うこと。 
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2.7.3  
管の据付 
 

1 管の柔軟性を活かし、曲げ配管を行う場合には下表の最小半
径とする。ただし、曲げ配管部での EF接合作業は避けること。
また、表中の数値以下の場合はベンドを使用するものとする。 

表 2-14 曲げ配管の最小半径（単位：m） 

呼び径（mm） 50 75 

最小曲げ半径（ｍ） 5.0 7.0 
 

  
2.7.4  
管の切断 
 

 
1 所定のパイプカッタにより管を切断するものとする。熱で間
接断面が変形する恐れのある高速砥石タイプの切断工具は使

用しないこと。 
 

2.7.5  
接合 
 

1 接合は、原則として EF（融着）接合とする。 
 
2 管に有害な傷（管厚の 10%以上）の有無を確認し、ある場合
はその箇所を切断除去した後に、管端から 200mm以上の範囲
に渡って管全周を清掃すること。 

 
3 規定の差込長さの位置に標線を記入し、切削面をマーキング
してスクレーパにより管端から標線まで管表面を完全に切削

すること。 
 
4 管（挿し口）の切削面と受け口の内面全体をエタノールまた
はアセトン等を浸み込ませたペーパータオルで清掃し、管（挿

し口）を標線位置まで挿入してクランプで固定すること。 
 
5 コントローラ（電気融着機）からの通電により接合面に埋め
込んだ電熱線を発熱させて、管継手内面と管外面の樹脂を加

熱溶融し、インジケータが隆起していることを確認すること。 
 
6 溶融終了後、下表に示す規定の時間を放置・冷却した後に、
クランプを取り外すこと。 
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表 2-15 冷却時間（単位：分） 
呼び径（mm） 50 75 

冷却時間（分） 50 10 
 

  
2.7.6  
施工管理 
 

1 EF接合完了時に EF接合チェックシートに記録すること。 
配水用ポリエチレンパイプシステム協会のチェックシートを

参考にチェックシートを作成し、監督員と協議する。 
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2.7.7  
通水試験 

1 配管終了後、継手の水密性を確認するため、管内に充水した
後、最大使用圧力（最大静水圧）0.75MPaで水圧試験を行うこ
と。水圧試験の方法は以下に示すとおり。 

 
2 水圧試験結果については、報告書を作成し、監督員に提出す
ること。 

 
表 2-16 フローチャート 

 
１．通水試験は、最後の EF接合が終了しクランプが外せる状態

になってから、30分以上経過してから行うこと。 
２．通水は消火栓などを開いて管内の空気を除去しながら行い。

満水になったら試験区間の弁を閉じ、消火栓などに取り付け

た水圧計により圧力低下の有無を確認すること。 
３．水圧試験は最大 500mまでの区間で実施すること。 
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第8節 推進工事 
 
2.8.1  
推進工法 
 

1 受注者は、推進工法、補助工法、仮設工法について、事前調査
（土質調査資料の確認を含む）を基にその工法、設備、使用材

料等、及び下記の事項（2～9）他について確認、また検討し、
施工計画を作成し、これを施工計画書の一部とする。 

 
2 施工場所の地下水、地下埋設物、上空の障害物の調査をする。
また、必要に応じて試掘を行う。 

 
3 地下水のくみ上げ、地盤改良がある場合にはその影響の検討を
する。 

 
4 施工時の交通条件及び保安施設の設置を検討する。 
 
5 地域の環境の保全を確保するため、施工時の振動、騒音、排出
水の適正処理を検討する。 

 
6 立坑等の仮設構造物の計画図、構造計算を行う。また、鏡切部、
吊り防護のための開口部は、地山の崩壊、路面の陥没を来す恐

れがあるのでその部分については詳細に検討する。 
 
7 推進反力の支圧壁は、強度計算を行い背面地盤の変位が生じな
いようにする。必要がある場合には、グラウト、地盤改良も検

討する。 
 
8 立坑の規模に応じた安全施設の設置を検討する。 
 
9 立坑完成後、地上部及び立坑内に設置する基準点を検討する。 
 
10 推進路線上に側点を設け、予め設置した基準点をもとに推進
前、推進中、推進後の一定期間、定期的に地盤の変位を、計測

し、記録する。 
 
11 推進に伴う計画線（中心線）・推進力の測定、観察結果は施工
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管理表にて毎日整理、検討し逐次監督員に報告する。 
 
12 立坑の仮設材及び周辺地盤の変位測定、点検を行う。また、特
に推進反力壁背後の地盤は注意する。 

 
13 推進管材料の吊り下し時、設置時は材料を損傷しないよう、必
要に応じ保護を行う。 

 
14 推進工については、その工法に関係する協会（（社）日本下水
道管渠推進技術協会等）が発行した技術資料に従う。 
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第9節 管更生工事 
 
2.9.1  
パイプインパ

イプ 
 

1 既設管の管種、占用位置及び管内状況を調査する。また、人が
入って内部を確認できない小口径等の場合は、監督員と協議す

る。 
 
2 立坑の設置は、設計図書に基づき事前調査を考慮して決定す
る。 

 
3 立坑の構造は、事前調査を考慮して検討を加え、仮設構造図、
計算書等の検討結果を監督員に提出する。 

 
4 既設管の切断にあたっては、専用の切断機を用いて切断面が同
一断面になるようにする。また、切断時の既設管の排水量が多

い場合は、排水方法、排水先についても検討する。 
 
5 新設管の挿入前、挿入を容易にするため既設管内を人力、スク
レーパ、ピグ等により清掃する。また、新設管の挿入可否確認

のために模擬管を挿入するかは、監督員と協議する。 
 
6 新設管挿入設備は、実状に合わせて油圧ジャッキ及び油圧ユニ
ット、ウインチを使用するが、既設管との摩擦力を考慮して推

進力を求めた後決定する。 
 
7 推進を油圧ジャッキで行い、支圧壁により推進反力を受ける場
合、支圧壁は、十分な耐力を持ち変形、破壊の起こらないもの

とする。なお、推進反力により背面地盤の変位が生じないよう、

強度計算を行い計算結果を監督員に提出する。 
 
8 新設管の吊り下し時、設置時は材料を損傷しないよう、必要に
応じ保護を行う。 

 
9 新設管挿入時、ジャッキの圧力、地盤の変位の測定を行い、異
常が認められた場合は、ただちに作業を中止して原因を究明

し、監督員と協議して対処方法を決定する。 
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10 新設管挿入後、新設管内を洗浄し、ただちに水圧試験を行う。
水圧試験は、充水後一昼夜程度経過してから行う。 

 
11 新設管挿入後、既設管とのすき間は、設計図書の充てん材で施
工計画どおりに行うが、充てん時、新管の浮き上がり等の変位

に注意し、すき間のエア抜きを完全に行う。 
 
12 施工時、立坑内の排水、換気、照明に注意する。 
 
13 新設管の水圧試験に使用した水や、洗浄水の排水量の多い場合
は、排水先、作業時間等の排水計画を監督員と協議する。 

 
14 立坑部の新設管接続終了後、ただちに立坑は埋戻し、撤去する。
また、新管の供用開始にあたっては、監督員と協議して行う。 
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第10節 給水管切替工事 
 
2.10.1  
一般事項 
 

1 設計図書および「給水装置工事設計・施工指針」に基づき施工
する。 

 
2 給水管切替工事の実施にあたっては、あらかじめ給水装置所有
者に付替工事について了解を得る。また、着手にあたっては、

前もって工事日等を連絡し了解を得る。なお、所有者と使用者

が異なる場合、使用者にも前もって工事日等の連絡をする。 
 
3 給水管切替工事は、水道法に定める給水装置工事主任技術者の
指導監督のもと実施し、作業者は配管技能を有するものである

こと。 
 
4 給水管切替材料は、工事施工前に監督員の検査を受けてから使
用する。施工にあたっては、材料を損傷しないよう細心の注意

を払って行う。 
 

5 給水切替工事は、配水支管から新たに分岐する給水管の止水栓
と既設給水管との接続までする。 

 
2.10.2  
給水管の分岐 
 

1 配水管の分岐器具の取付け位置は、設計図書のとおりとし、本
管の受口や他の給水装置の取付け口から 30cm以上離す。 

 
2 異形管及び継手類からの給水管の分岐は行わない。 
 
3 分岐にあたっては、取付ける配水管等の外面を十分清掃し、サ
ドル付分水栓の給水器具の取付は、ボルトが片締めにならない

よう平均に締めつける。 
 
4 サドル付分水栓の取付後、穿孔前に必ず水圧試験を行う。試験
水圧は 1.75MPa を 1 分間以上行い、漏水のないことを確認す
る。 

 
5 サドル付分水栓の穿孔は、取付管に充水し水圧が確保されてい
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ることを確認してから行う。また、これによらない場合は、監

督員と協議してから行う。 
 
6 穿孔機は確実に取付け、その使用に応じたドリルを使用し、取

付管内面ライニング材に悪影響を与えないように行った後、ス

リーブコアを挿入する。 
 
7 分岐終了後、サドル付分水栓を全て覆うように防食フィルムま
たはポリエチレンスリーブを取付ける。 

 
8 既設サドル付分水栓を閉塞する場合は、サドル付分水栓を全て
覆うように防食フィルムを取付ける。 

 
9 既設給水管との接続までの給水管布設については、分岐器具か
ら最短距離とし、道路に対して斜め横断はしない。また、設計

図書の施工条件どおり施工する。 
 
10 道路内の給水管布設個所には、明示シートを敷設する。また、
ロケーティングワイヤーを止水栓まで巻き付ける。 

 
11 現場の施工条件が設計図書と相違する場合は、その都度、設計
図書に関して監督員と協議する。 

 
12 不断水式割 T字管の取出については「2.3.9 不断水工事」に準
拠する。 

 
2.10.3  
量水器点検清

掃工 
 

1 付替箇所全ての箇所において点検清掃を行うこととし、親メー
ターのないアパート等は全ての量水器を対象とする。 

 
2 給水管付替の接続完了時、ただちに量水器を取外し、ドレン作
業及びストレーナ清掃（異物等の目視確認・洗浄）を行い、清

掃後、パッキンを新しいものに取替て取付ける。 
 
3 口径 50mm 以上の量水器にあっては、ストレーナ部分を取り
外すこととし、ジョイントパッキンについても新しく取り替え
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ること。 
2.10.4  
給水台帳の修

正 
 

1 給水管切替工事を行った給水台帳の修正とし、竣工図を作成す
る。作成にあたっては次の事項を記入する。 

(1) 水栓番号 
(2) 装置場所 
(3) 工事番号、工事名 
(4) 請負業者名、現場代理人氏名 
(5) 給水管付替業者名 
(6) 本管管種口径、給水管管種口径 
(7) 位置図 
(8) 平面図 
① 本管管種、口径及び土被り 
② 道路幅員及び本管占用位置 
③ 新設給水管の管種、口径 
④ 分岐位置オフセット 
⑤ 宅地内引き込み位置のオフセット 
⑥ 宅地内付替延長（官民境から付替位置までの平面延

長） 
⑦ 新設給水管と接続した既設給水管の管種、口径 
なお、宅内引き込みまでに、埋設位置・土被りに変更 
がある場合は、その位置のオフセットも記入する。 

(9) 明細図、管網図のページ及び位置 
(10) 修正年月日 

 
2 竣工図の作成にあたっては、3.3.1一般事項を参考にする。 

 
3 竣工図は完成検査書類として監督員に提出する。 
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第11節 塗装工 
 
2.11.1  
一般事項 
 

1 工事に従事する塗装工は、同種塗装工事に従事した経験を有す
る者でなければならない。 

 
2 設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等
による。 

 
2.11.2  
塗料 
 

1 JIS規格または、JWWA規格に適合した塗料を使用する。また、
工事着手前に色見本により、監督員の確認を得る。 

 
2 塗料は、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係
諸法令及び諸法規を遵守して行う。 

 
3 多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合方法、
混合塗料の状態、使用時間等について使用塗料の仕様を遵守す

る。 
 
4 塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントの亜鉛粉末は製造後

6 か月以内、その他の塗料は製造後 12 か月以内とし、有効期
限を経過した塗料を使用しない。 

 
5 3種、4種ケレンの場合は、有機ジンクリッチペイントを下塗
りに使用しない。 
 有機ジンクリッチペイントは、旧塗膜を全て除去する場合に

使用する。 
 なお、塗替え塗装において素地調整後に残存する旧塗膜と、

塗り重ねる塗料の組合せが適切でない場合は、監督員に立会い

を求めるとともに、設計図書に関して監督員と協議する。 
 
6 水道水接触部に使用する塗料については、完全硬化後の塗膜が
公的試験所において実施する、水道法に基づく水質基準、また

は JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）の溶
出試験に合格するものを使用する。 
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7 前項の塗料で監督員が請求したときは、水道法に基づく水質基
準、または JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方
法）の品質及び検査の全項目について、公的試験所において試

験した成績書並びに塗装見本板等の関連技術資料を監督員に

提出する。 
 

2.11.3  
工場塗装工 
 

1 工場塗装については、部材の仮検査が完了した後、指定の下塗
を 1回以上塗装する。ただし、組立記号を記入する箇所は、あ
らかじめ最小限度の大きさに塗装を行う。 
 また、組立後塗装するのが困難な部分は、前もって塗装する。 

 
2.11.4  
現場塗装工 
 

1 部材の運搬または組立て中に前回までの塗膜を損傷した場合、
補修塗装を行なってから現場塗装を行う。 

 
2 現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、たれ、はじき、
泡、ふくれ、割れ、はがれ、浮き錆及び塗膜に有害な付着物な

ど塗料を塗り重ねると悪い影響を与える恐れがある場合は、監

督員に報告し、処置を講じる。 
 
3 被塗物の表面を塗装に先立ち、錆落とし清掃を行うものとし、

素地調整は設計図書に示される素地調整種別に応じて、次の仕

様を適用する。 
(1) 1種ケレン 
塗膜、黒皮、錆その他の付着物を完全に除去（素地調整の

グレードは、ISO規格で S a 2.5以上）し、鋼肌を露出させた
もの。 

(2) 2種、3種及び 4種ケレン 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

表 2-17 錆が発生している場合 
素地調整種別 錆の状態 発錆面積（％） 素地調整内容 

２種 

点錆が進行し、仮状
錆に近い状態や、こ
ぶ状錆となってい
る。 

30以上 
旧塗膜、錆を除去
し、鋼材面を露出
させる。 

３種 Ａ 
点錆がかなり点在
している。 

15～30 

活膜は残すが、そ
れ以外の不良部
（錆・割れ・ふく
れ）は除去する。 

３種 Ｂ 
点錆が少し点在し
ている。 

5～15 同上 

３種 Ｃ 
点錆がほんの少し
点在している。 

5以下 同上 

 
表 2-18 錆がなく、割れ・ふくれ・はがれ・白亜化・変退色などの塗膜

異常がある場合 

素地調整種別 錆の状態 
塗膜異常面積
（％） 

素地調整内容 

３種 Ｃ 

発錆はないが、割
れ・ふくれ・はがれ
の発生が多く認め
られる。 

5以上 
活膜は残すが、不
良部は除去する。 

４種 

発錆はないが、割
れ・ふくれ・はがれ
の発生が少し認め
られる。 

5以上 同上 

白亜化・変退色の著
しい場合。 

 
粉化物・汚れなど
を除去する。 

 
4 次の場合塗装工事を行なってはならない。これにより難い場合
は監督員と協議する｡ 

(1) 気温及び湿度が表 2-19の条件となったとき 
(2) 降雨等で表面が濡れているとき 
(3) 風が強いとき及び塵挨が多いとき 
(4) 塗料の乾燥前に降雨、雪及び霜の恐れがあるとき 
(5) 炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜に泡を生ずる恐れのあ
るとき 

(6) その他監督員が不適当と認めたとき 
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表 2-19 各塗料の気温及び湿度の施工条件 
塗装の種類 気温（℃） 湿度（RH％） 

長ばく形エッチングプライマー 5以下 85以上 

無機ジンクリッチプライマー 0以下 50以上 

無機ジンクリッチペイント 0以下 50以上 

有機ジンクリッチペイント 10以下 85以上 

鉛系錆止めペイント 5以下 〃 

フェノール樹脂ＭＩＯ塗装 5以下 〃 

エポキシ樹脂プライマー 10以下 〃 

エポキシ樹脂ＭＩＯ塗装 ※ 10以下 〃 

エポキシ樹脂塗装下塗 ※ （中塗） ※ 10以下 〃 

変性エポキシ樹脂塗料下塗 10以下 〃 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 5以下 〃 

タールエポキシ樹脂塗料 10以下 〃 

変性エポキシ樹脂塗料内面用 ※ 10以下 〃 

無溶剤タールエポキシ樹脂塗料 ※ 10以下、30以上 〃 

無溶剤変性エポキシ樹脂塗料 ※ 10以下、30以上 〃 

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 5以下 〃 

長油性フタル酸樹脂塗料上塗 5以下 〃 

シリコンアルキド樹脂塗料中塗 5以下 〃 

シリコンアルキド樹脂塗料上塗 5以下 〃 

塩化ゴム系塗料中塗 0以下 〃 

塩化ゴム系塗料上塗 0以下 〃 

ポリウレタン樹脂塗料中塗 5以下 〃 

ポリウレタン樹脂塗料上塗 0以下 〃 

フッ素樹脂塗料中塗 5以下 〃 

フッ素樹脂塗料上塗 0以下 〃 

 注 1）※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いるものとする。低温用の塗料 
    に対する制限は、気温については 5℃以下、20℃以上、湿度については 85％以上とする。 

 
5 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のと
きに塗装する。 

 
6 塗残し、気泡むら、ながれ、刷毛目等の欠陥が生じないように
塗装する。 

 
7 塗料を使用前に攪拌し、容器の底部に顔料が沈殿しないように
してから使用する。 

 
8 溶接部、ボルトの接合部分その他構造の複雑な部分に必要膜厚
を確保するように施工する。 
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9 塗装の各層の塗重ね間隔を守り、水没するものは水没するまで
に乾燥を行う。 

 
10 下塗にあたっては、次により施工する。 

(1) 第 1 種以外の素地調整を終了したときは、被塗装面の素
地調整状態を確認したうえで下塗を施工すること。天災

その他の理由によりやむを得ず下塗が遅れ、そのため、

錆が生じたときは、再び素地調整を行い塗装する。 
(2) 塗料の塗重ねに当たっては、先に塗布した塗料が乾燥（硬
化）状態になっていることを確認したうえで行う。 

(3) ボルト締め後または溶接施工のため塗装困難となる部分
で設計図書に示されている場合または監督員の指示があ

る場合には、施工前に塗装を完了させること。 
(4) 機械仕上げ面には、防錆油等を塗布する。 
(5) 現場溶接を行う部分及びこれに隣接する両側の幅 10cmの
部分に工場塗装を行わない。ただし、錆の生ずるおそれ

がある場合には防錆剤を塗布することができるが、溶接

及び塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては、

溶接及び塗装前に除去する。 
 なお、防錆剤使用については、監督員の承諾を得る。 

(6) 第 1種の素地調整を行ったときは、4時間以内に金属前処
理塗装を行う。 

 
11 中塗及び上塗にあたっては、次による。 

(1) 中塗及び上塗にあたっては、被塗装面、塗膜の乾燥及び
清掃状態を確認したうえで行う。 

(2) 海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の塗装に
ついては、素地調整終了から中塗完了まで速やかに塗装

する。 
 
12 コンクリートとの接触面の塗装を行なってはならない。ただ
し、プライマーは塗装を行うことができる。 
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2.11.5  
検査 
 

1 工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及
び保管し、監督員等の請求があった場合は遅滞なく提示すると

ともに検査時に提出する。 
 
2 塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上の時点で塗膜測定をする。 
 
3 塗膜厚の測定は、軽易な工事の場合を除き、各層の塗装終了後
監督員の指示する箇所を、塗膜厚測定器により測定する。 

 
4 塗料缶の貼付ラベルは完全な状態に保ち、未開封の状態で現場
に搬入のうえ、次により記録写真を作成して、監督員に提出す

る。 
(1) 缶に番号を付ける。 
(2) 番号ごとの塗料の品質、色彩、数量、製造会社名、製造
年月日及びロッド番号の一覧表を作成する。 

(3) 缶の全般と一覧表の写真を撮影する。 
(4) 塗布作業終了時には、使用量（空缶数）が確認できる写
真を撮影する。 

 
5 最終塗装を完了した後は、ペイントまたは、耐久性のある粘着
シートにより下図のとおり記録する。 

 
塗 装 年 月 ○○年○○月 

塗料名 

下塗１ 規格と塗り回数 

下塗２ 〃 

中塗１ 〃 

中塗２ 〃 

上塗 〃 

塗料会社名  

施工業者  

塗料面積 ○○○.○㎡ 

 
図 2-28 塗装の記録 

 
6 検査の結果、不合格となった箇所については、塗り直しを行い、
再度検査を受ける。 
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第12節 管類防食テープ塗覆工 
 
2.12.1  
一般事項 
 

1 防食テープは、難燃性のもので露出する配管に使用するものは
防カビ処理を施したものとする。 
 また、ペトロラタム系の防食テープを用いる場合は、外装材

保護材を変質させないために、ポリ塩化ビニールフィルム（厚

さ 0.3mm以上）を施工する。 
 
2 この仕様書に定めのない事項については、以下の規格による。 

JIS Z 1902 ペトロラタム系防食テープ 
JIS Z 1901 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 
JIS C 2107 電気絶縁用粘着テープ試験方法 
SIS 05 5900-1967 スウェーデン規格,塗装前鋼材表面処理基準 

 
3 施工計画書には、使用材料の品名、製造業者名（またはその略
号）を明記し、使用量、施工方法、工程、安全管理等について

記載する。 
 

2.12.2  
材料 
 

1 ペトロラタム系防食テープ 
(1) 規格 
ペトロラタム系防食テープは、薄く柔軟な布に減圧蒸留残

さ油から分離精製したワックスを塗布し、テープ状にしたも

ので、常に粘性を保ち鋼面等に良く密着し鋼面の防食を長期

にわたり保持できるもの。 
(2) 種類 
ペトロラタム系防食テープの種類は耐熱性によって分類

し表 2-20のとおりとする。 
 

表 2-20 ペトロラタム系防食テープの種類 
種類 耐熱流下性（℃） 使用箇所 

２種 60 屋内配管、露出管 

 
(3) 品質 
品質は表 2-21に適合するもの。 
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表 2-21 ペトロラタム系防食テープの品質 
       種類 

項目 
１種 ２種 

外観 
テープが均一に巻かれ、著しい変化がなく、折り目、

キズ、その他使用上の欠陥がないこと。 

粘着力 （Ｎ） 4.90以上 

引張り強さ（Ｎ） 49.0以上 

絶縁抵抗 ＭΩ・㎡ 1.0×10２以上 

耐熱流下性 
40±2℃、24時間で滴下の

ないこと 

60±2℃、24時間で滴下

のないこと 

低温作業性 
-5～0℃で。切れ、亀裂の発生がなく、粘ちょう性が

消失しないこと。 

pHの変化 ±1.0 

塩水噴霧 A級（1000時間） 

 
(4) 寸法 
寸法は、表 2-22に適合するもの。 

 
表 2-22 ペトロラタム系防食テープの寸法 

項 目 基準寸法 許容差 

厚さ（㎜） 1.1 ±0.3 

幅（㎜） 
200未満 ±3 

200以上 ±5 

長さ（m） 

5 
+0.5 

0 

10 
+1.0 

0 

 
(5) 難燃性を必要とする場合の難燃性の判定については「消
防危第 57号・屋外貯蔵タンクの保温材としてのウレタン
フォームの難燃性の判断基準について」に準拠するもの。 

(6) 副資材・補助材 
下塗材（ペースト）は、ペトロラタムを主成分とし、防錆

材、充填材を配合し鋼面になじみ易く、かつ塗り易く加工し

たもの。 
充填材（マスチック）は、ペトロラタムを主成分とし、粘

土状に加工したもので、間隙の充填、異形部の成形のために

使用できるもの。 
(7) 保護材・外装材 
保護テープは、衝撃等の外力から保護、美観上の目的を達

せられるもの。 
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コート材は、外部の衝撃等に対し、低度の耐久性を有し、

美観上の目的を達せられるもの。 
保護カバーは、外部の衝撃等に対し、高度の耐久性を有し、

美観上の目的を達せられるもの。 
 
2 ブチルゴム系防食テープ 

(1) 規格 
ブチルゴム系防食テープは、ブチルゴム系合成ゴムを主成

分とした自己融着性の粘着材をポリエチレンの基材に厚肉

に塗付し、テープ状にしたもので、弾力性を保ち、鋼面に良

く密着し、鋼面の防食を長期にわたり保持できるもの。 
規格は、JIS Z 1901（防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ）

によるもの。 
(2) 種類 
厚さ 0.4mm を標準とし、露出等外部の条件により厚さ

0.4mm以上のものを使用する。 
(3) 品質 
品質は、 
表 2-23 に適合し、均一に巻かれ等しく変形がなく、両端

が平らで、折り目、キズ、その他有害な欠点がないもの。 
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表 2-23 ブチルゴム系防食テープの品質 
項 目 特 性 

引張強さ 

（kgf/25㎜巾） 

常態時 4.0 

温水浸漬後 4.0 

伸び（％） 
常態時 400 

温水浸漬後 300 

粘着力 

（kg） 

試験板 
常態時 0.30 

温水浸漬後 0.20 

自背面 
常態時 0.30 

温水浸漬後 0.20 

体積低下率（Ω－cm） 1.0×1015 

PHの変化 ±0.1 

耐 熱 性 ±70℃ 

フィルム及び粘着材は

共に変色及び溶出しない

こと。 

また、粘着材がテープの

粘着面からはがれて背面

に移行しないこと。 

耐 寒 性 -20℃ 

フィルムが切れたり、フ

ィルムや粘着材に亀裂が

生じたり、粘着材がテープ

粘着面からはがれて背面

に移行しないこと。 

 また、粘着性が消失しな

いこと。 

 
(4) 試験方法は、JIS Z 1901（防食用ポリ塩化ビニル粘着テー
プ）による。 
ただし、体積抵抗率については JIS C 2107（電気絶縁用粘
着テープ試験方法）による。 

(5) 寸法 
寸法は、表 2-24に適合するもの。 

 
表 2-24 ブチルゴム系防食テープ 

項 目 基準寸法 許容差 

厚さ（㎜） 0.40 
基材（ポリエチレン） 0.12 

±0.05 
粘着材（プチルゴム） 0.28 

幅 （㎜） 
25 ±1.0 

50以上 ±2.0 

長さ（m） 10 
+1.0 

0 
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3 材料の保管 
(1) 受注者は、材料を現場に保管する場合、品質に悪影響を
与えないよう適正に保管するものとし、特に次の事項に

留意する。 
・ ダンボール箱の横積みはしない。 
・ 有機溶剤に触れる場所を避ける。 

 
(2) 受注者は、有機溶剤含有の下塗材（プライマー）の保管
等にあたっては、立入禁止、火気厳禁、危険物等の標識

を掲げ、遮光及び換気を行ない、消火設備を設置する等、

消防法、同法政令等の関連法規を遵守する。 
 

2.12.3  
施工 
 

1 一般事項 
工事の施工にあたり関連工事との調整を計り、適切な時期に着

手する。また、施工に悪影響を及ぼす恐れのある天候等、作業環

境が悪いときは施工を行なってはならない。施工は十分な経験を

有する技術者が行う。 
なお、施工手順は次のとおりとする。 
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2 素地調整 
(1) 手動工具、または動力工具により錆、劣化塗膜を除去し、

鋼面を露出させる。ただし、劣化していない塗膜（活膜）

は残しても良い。 
 なお、ケレンは 3種ケレン以上とする。 

(2) 素地調整結果については、SISのSt-2以上に対応するもの。 
(3) 湿気、水分、油脂分類及び汚れ等のある素地面は、ウェ
ス等で十分に拭取る。 

(4) 鋭利な突起物などがある場合には、ディスクサンダ－等
を用いて完全に除去する。 

(5) 浮錆、ゴミ、汚れ、異物、土砂などの表面付着物はワイ

ヤーブラシ、スクレーパー、ケレンハンマー、ケレン棒

などの手動工具を用い完全に除去する。 
 なお、素地面及び塗装面を不用にたたくなど損害を与

えない。 
(6) 素地調整は、切口、かど、特にボルトの頭部、溶接部な
どに十分な処理を施す。 

(7) コンクリート及びモルタル面については、表面に散在す
る石、砂、ほこり、水分、油脂分及びその他の有害物を

ワイヤーブラシ、刷毛、ウェスなどで十分に除去する。 
 
3 下塗り 

(1) 下塗材の塗布は発錆を防ぐため素地調整後できるだけ早

く行う。 
(2) プチルゴム系防食に使用するプライマーは、十分に乾燥
させる。 

(3) 下塗材は、手または、ウェス、ゴムへら、ローラー刷毛、
スプレーにて適正量（100～300g/m2 標準）を均一に塗布

するものとし、塗り過ぎ、塗り残しがあってはならない。 
(4) 有機溶剤含有の下塗材（プライマー）を使用する場合は、
火気厳禁とし、換気状態の悪い時は、換気装置、保護マ

スクを使用し、労働安全衛生法、同法施行令、及び有機

溶剤中毒予防規制等関連法規を遵守する。 
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4 充填（マスチック等） 
(1) 継手部、フランジのボルト・ナット部、異形部、溶接ビ
ート部の凹凸部及び間隙部には、充填材を適切な大きさ

に成形し、手のひら、指、またはコテなどを用いて空隙

のないように完全に充填する。 
(2) 充填材は、平滑に仕上げる。 

 
5 防食テープ 

(1) 巻き始め部分を管表面に良く貼り付けた後、施工面にテ
ープが密着するように引張ながら、規定のラップ幅で巻

き付ける。 
 なお、ラップ率は設計図書に指定がない場合は、50%と
する。 

(2) 巻きつけ後、テープ表面を手で十分になでつけ、内部に
残存する空気をぬくとともにピンホールをなくし、かつ

施工面に十分密着させる。 
(3) テープ巻き始めと巻き終わりには捨て巻きを 1周行う。 
 なお、巻き終わりは巻き下ろし横位置とし、ハサミ、

ナイフ等を用いて切断する。 
(4) T字管、継手、フランジ、バルブ、サポート等でテープ巻
き被膜が出来ないものについては、予め適切な大きさに

裁断したテープを貼り付け、十分に密着させる。 
(5) テープ必要量 
ラップ率 50%、巻き始め及び巻き終わり等の予備 10%とし

た場合は、次式により概算必要量を求める。 

 
 

(6) 水管橋橋台部、曲管防護部等のコンクリート貫通部の施
工については、管周囲のコンクリートをはつり、管部分

に完全な防食テープの施工を行なう。また、はつり部分

の補修については、密着性と耐久性のある材料を使用し、

充填は完全に行ない、表面は平滑にする。 
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(7) 大型仕切弁等弁栓類、架台、リングサポート等のブチル
ゴム系防食テープ巻きが困難な部分については、ブチル

ゴム系防食テープ以外で施工する。 
(8) 保護材（外装材）の施工は、設計図書で指定した材料を
用い、保護材の目的を達せられるように施工する。 

 
6 埋戻し 

(1) 埋戻しを行う場合は、防食テープ等の施工完了後に検査
を受け、速やかに行なう。 

(2) 埋戻しの際に防食テープ等に損傷を与えない。 
 

 
 


